
Ｑ知人が警察からある事件の疑いをかけられ、任

意出頭を求められています。応じた方がよいので

しょうか？ 

Ａ法律上、任意出頭の要請に対しては、拒否する

こともできるし、また、出頭した後、退去するこ

ともできるとされています。もっとも、実務上、

捜査機関の呼出しに応じないことは、逃亡または

罪証隠滅（＝証拠隠滅）のおそれのあらわれであ

ると考える見解も有力です。すなわち、捜査機関

の呼出しに応じないことで、逮捕される可能性も

あるということですので、注意が必要です。 

Ｑでは、逮捕された場合、その後はどういう流れ

になるのですか？ 

Ａ警察は、留置の必要がないと判断した場合には、

直ちに被疑者を釈放しなければなりません。留置

の必要があると判断する場合には、被疑者の身柄

拘束時点から48時間以内に検察に送致しなければ

なりません。48時間以内に釈放されるか送検され

るかが決まるということです。 
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Ｑ送検された場合にはどうなるのですか？ 

Ａ検察は、留置の必要があると判断する場合には、

被疑者の身柄を受け取った時点から24時間以内に、

裁判官に対し、被疑者の勾留を請求しなければな

りません。留置の必要がないと判断した場合には、

直ちに被疑者を釈放しなければなりません。 

Ｑ裁判所が勾留を認めた場合にはどうなるので

すか？ 

Ａ検察官は、勾留の請求をした日から10日以内に

起訴しない限り、被疑者を釈放しなければなりま

せん。但し、必要な場合には、さらに10日間、勾

留を延長することができます。検察官は、合計20

日の間に起訴すればよいことになります。 

Ｑ警察官や検察官といった捜査機関に対し、どの

ように受け答えしたらよいのですか？ 

Ａ真実をありのままに話すことです。この点注意

が必要なのは、やっていないことは絶対に認めな

いことです。この点については，次回に詳しく説

明します。 


